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第２章 ２１世紀の工業所有権制度の国際調和に向けて

Ⅰ．基本的課題

グローバル経済に即した工業所有権の制度調和が必要

第１章で述べたとおり、企業活動のグローバル化の進展に伴い、世界経済

の安定的発展の原動力として、また、企業の国際競争力を確保する手段とし

て、不断の技術開発への取り組みが求められている。このような状況のもと、

技術開発の成果物などに価値を与える知的財産権制度は、投資の回収と研

究開発へのインセンティブを付与する上で有用であり、技術開発ひいては世

界経済の発展の基盤として、その重要性が増してきている。

このように知的財産権制度が重視されるなか、２１世紀の更なるグローバル

化の進展に即した制度の国際調和が求められており、これに向けて解決すべ

き基本的課題として、次の三点を挙げる。

（１）透明性の高い国際保護ルールの確立と国際的権利取得の効率化

世界経済全体の効率性を高める上で、円滑な貿易、海外投資、技術移

転を行いうる予見可能性の高い安定的なビジネス環境を整備し得るよう、

知的財産権制度の国際調和に向けた透明性の高い国際保護ルールの確

立が不可欠となる。また、企業活動のグローバル化の進展を踏まえ、国際

レベルでの権利取得を支援すべく、取得手続きの効率化を図ることが必要

である。

（２）技術革新によりもたらされる新たな社会への対応

２１世紀に向けて、情報・通信技術やバイオ・医療技術等の技術革新に

より、世界は新たな時代を迎える。こうした中、更なる技術革新に向け、最

先端技術の国際レベルでの的確な特許保護が求められる。また、ネットワ

ーク社会の更なる深化が予想される中、技術革新・社会環境の変化を予

見しつつ、ネットワークの地理的普遍性に考慮した知的財産保護のあり方

についても早急に検討する必要がある。
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（３）知的財産権が尊重される魅力ある国際的事業環境の整備

知的財産権の行使の実効性、可能な限り規制のないライセンス契約、

公正な競争が保証されるビジネス市場が発展途上国を含め世界的に整備

されることは、投資、技術移転を促し、秩序ある世界経済の発展に寄与す

る。

Ⅱ．国際調和に向けた具体的課題と取り組みの方向

世界のフロントランナーとして、独創的な研究・開発が期待される我が国

企業のグローバルな活動を更に支援するために、我が国は、制度の国際

調和の議論に積極的に取り組む必要がある。

こういった国際調和の議論の場として、 通商面に関連した知的財産権①

の保護水準を定めた ･ 協定の見直し、 国連の知的財産権専WTO TRIPS ②

門機関としての での国際ルール作り、WIPO ③アジアを含めた環太平洋

諸国との協調を図る ④APEC での議論、 運用面の調和と協力を目指す日

米欧三極特許庁会合、或いは、 二国間交渉などがあるが、各課題に応じ⑤

た適切な場での積極的な取り組みが期待される。

また、国際調和に向け取り組むべき課題の中には、世界特許システムの

構築のように実現に向けて長期間を要するものや、各国間で更に議論を深

めて解決の途を探るものもあるが、世界大での科学技術と産業発展に貢献

しうるバランスのとれた適正な工業所有権保護と制度調和を目指し、可能

なものから着実に実現を図っていくべきである。

なお、政府間の交渉だけではなく、国を越えて産業界の意見を国際的に

とりまとめ、政府・機関に働きかけることも有効であり、各課題において産業

界の自主的かつ積極的な取り組みが期待される。

本項目においては、前項で触れた三つの基本的課題毎に、かかる課題

を取り巻く現状を踏まえつつ、２１世紀の工業所有権制度の国際調和に向

け解決しなければならない個別課題とその取り組みの方向を詳述すること

とする。
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１．透明性の高い国際保護ルールの確立と国際的権利取得の効率化

（１）現状と課題

①透明性の高い国際保護ルールの確立

先のウルグアイラウンド（ ）交渉において成立した 協定によUR TRIPS

り、工業所有権の既存条約であるパリ条約の保護水準が実質的に引き上

げられたとはいえ、依然、各国において制度・運用の相違が見られる。

特に先発明主義、公開制度欠如、再審査制度、優先権の効果の制限（ヒ

ルマードクトリン）に見られる米国の特異な特許制度は、透明性、権利の安

定性の面から問題があり、世界最大の投資受入国たる米国での他国企業

の活動を阻害する要因となっている。

また、かかる米国の特異な制度の他に、日米欧等の先進国間においてさ

え、発明公表後の出願猶予制度（グレースピリオド制度）や行政遅延による

特許期間の延長の考え方に相違があるなど、制度の国際調和を通じた透

明性の高い国際ルールの確立が求められる。

②国際的権利取得の効率化

一方、世界経済がグローバル化し、研究開発のボーダーレス化が進む今

日、世界で同時期に同内容の工業所有権を低コストで取得しうる効率的な

国際的権利取得システム（世界特許システム）の構築が長期的に求められ

ている。

この世界特許システムを目指す上で、各国毎に重複して行われている先

行技術調査及び特許審査における各国の協力、ひいては各国間の相互承

認が必要となるが、その必要条件としても制度の国際調和を目指さなけれ

ばならない。

また、国際的な権利取得の効率化を図る観点から、既存の特許協力条

約や商標国際登録制度を規定するマドリッド協定議定書等に未加盟の国に
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対し加盟を促すと共に、特許手続の調和を目指す特許法条約や国際的な

意匠登録制度を目指すヘーグ協定新アクトが、我が国にとって望ましい形

で成立するよう での条約交渉に積極的に取り組む必要がある。WIPO

（２）個別課題と取り組みの方向

（Ａ） 先願主義の採用

背 景 （参考１１及び下図参照）

（１）先発明主義は、米国のみが採用する特異な制度。かかる先発明主義

は、特許成立或いは事業開始の後に、新たに先発明者の存在が明らか

になるなど、権利の予見困難性・不安定性を内在し、円滑な貿易・投資の

阻害要因となる。

（２）また、先発明主義のもとでは、同時期に、同じ発明が他人から出願された

場合、発明日立証審査（インターフェアレンス：抵触審査）手続きを経なけ

ればならず、ユーザーに対し、書面準備、弁護士費用負担、手続きの長

期化という負担を課すこととなる。

（３）なお、我が国をはじめ先願主義を採用する多くの国は、特許権者の発明

と同一内容を、その特許出願前から善意で実施している者（先使用者）に

対し一定の条件のもと通常実施権（先使用権）を認めている。また、先発

明主義を採用する米国においても、先使用権導入に向けた法案が先の

第１０５議会等に提出されたが、現在その採用は見送られている。

留 意 点

（１）９４年の米国ブラウン商務長官（当時）の「先発明主義堅持」の発言に見

られるように、米国特許制度の象徴である先発明主義の是正は、極めて

困難な状況にある。とりわけ、個人、中小企業、大学関係者等の反対が

顕著である。

（２）また、先使用権についても、発明を秘匿しトレードシークレット化を助長す

るとして米国ノーベル賞受賞者グループを中心に、根強い反対有り。

取り組みの方向

我が国としては、欧州諸国、カナダ、韓国等とも協調しつつ、 ・WTO
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TRIPS WIPO協定、 特許法条約等の議論の中で、先願主義の国際ルー

ル化を提唱する必要がある。

（参考）特許庁委託による日本国際工業所有権保護協会（ ）調査報告（ 年 月）AIPPI 1999 1

（Ｂ） 公開制度の採用

背 景

（１）重複投資、重複研究、事業化の障害となる不透明な状況を抑制し得るよ

う、米国、インド、台湾、マレーシア等の一部の国・地域を除く多数の国

が、出願から１８月後に出願内容を公開する、公開制度を採用。

（２）一方、公開制度を持たない米国では、米国特有の制度である継続出願

及び一部継続出願の恣意的な利用と相まって、出願が長期間秘匿され

る潜水艦特許（サブマリン特許）による弊害が顕著となっている（参考１２

及び下図参照）。

（３）９４年の日米包括経済協議において、米国はこれを是正すべく公開制度

の導入、特許期間を出願から２０年とすることを約束したが、公開制度の

導入については依然履行していない。

留 意 点

米国１０４議会(９５年～９６年)及び１０５議会(９７年～９８年)において、

公開制度導入を含む改正特許法案が提出されたが、権利付与のないま

先 発 明 主 義 に よる影響
(先 発 明主義の影響経験企業 7 9 社 )

1 5

1

4

5

5

6

9

1 0

1 0

1 1

0 2 0企 業 数

イン ターフェアランス結果の予測困難

先 発 明 を 主 張 す る 他 者 出 現 で 事 業 が

遅 延 ま た は 中 止

米 国 特 許 を保 有 し て い た が 後 に 無 効

米 国 の み 特 別 対 応 が 必 要

インター フェラン ス の 負 担 大

競 合 す る 他 者 の 特 許 無 効 の 立 証 困 難

(出 願 １年 以 上 前 の 公 知 資 料 必 要 )

先 発 明 者 の 出 現 が 予 測 困 難

契 約 に 係 る 特 許 が インターフェアランス

に 入 り､実 施 化 遅 延

ライ セ ン サ ー が 変 わ り､新 契 約 の 必 要

が 生 じた

そ の 他

過去５年間の
先発明主義による影響
（1997年外国特許出願
1 0 0件以上の企業1 5 2社）

ない

77 .0 %

あ る

23 . 0 %
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ま特許出願を公開することは米国技術の盗用を助長するとして強硬な反

対があり、審議未了のまま廃案。反対派は、同法案をスチール・アメリカ

ン・テクノロジーズ・アクト（米国技術盗用法案）と呼んで反対活動を展開

した。

取り組みの方向

（１）依然米議会での反対は予想されるが、米政府に日米合意の早期履行を

引き続き要求する必要がある。

（２）公開制度を採用している欧州諸国、カナダ、韓国等とも協調しつつ、

WTO TRIPS WIPO・ 協定、 特許法条約等の議論の中で、公開制度の国

際ルール化を提唱する必要がある。

（参考） 調査報告（ 年 月）AIPPI 1999 1

（Ｃ） 発明公表後の出願猶予制度（グレースピリオド制度）の緩和

背 景 （参考１３）

(１)我が国をはじめ多くの国が、特許出願の前に発明を公表したとしても、そ

の後に所定の条件を満たして出願をすれば、当該公表によっては特許取

得を否定しないとする出願猶予制度(グレースピリオド制度)を採用。但し、

かかる制度の考え方は日米欧の先進諸国間でも相違がある。

出願公開制度の欠如による不利益

（不 利益経験企業 1 6 6 社）

7

3

3

4

1 8

3 2

5 2

7 4

0 8 0企 業 数

警告・訴訟等､権利行使を受けた

重複投資を余儀なくされ た

先行技術調査が十分に行えず、事

業化の際の判断が困難

事業開始後､他者の特許成立により

先行技術調査の負担大

拒絶案件が先行文献とならない・出

願公開による仮保護無し

他者出願に関しPTOへの情報提供

が困難

その他
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猶予期間 猶予の対象

米国 米国出願日前１２月 制限なし

日本 日本出願日前６月 制限あり（学会、博覧会発表、刊行物への

公表、意に反する公表等）

欧州 欧州出願日前６月 厳格な制限あり（博覧会発表、意に反する

公表のみ）

（２）米国の先発明主義堅持の表明(９４年)により成立を見なかった 特WIPO

許法条約草案には、グレースピリオド制度の国際的統一を図るため、以下

の①～④の緩和策が盛り込まれていた。

①発明公表から出願までの猶予期間は１２月

②猶予期間の基準日は第１国出願日

③どのような公表でも出願猶予の対象とする

④公表された発明は、当該発明者自身の特許出願に対しては先行技術と

しない

（緩和のメリット）

①猶予期間、猶予対象等の緩和は、特許出願前に学会発表、新製品公

表を優先せざるを得ない大学研究者、ベンチャー企業等の発明者の救

済につながる。

②猶予期間の基準日を第１国出願日とすれば、工業所有権の保護に関

するパリ条約による優先権(優先期間は第１出願日から１２月)を利用し

て第２国に出願した場合においても、当該猶予期間内に発明を公表し

た事実によって特許性を否定されず、国際的な権利取得が可能。

③以上の利点は、「先願主義の下での出願日競争は資金が豊富で特許

管理が充実した大企業に有利」と指摘し、先願主義等の導入に否定的

な米国中小企業、大学研究者に対する説得材料となりうる。

（緩和のデメリット）

グレースピリオド制度の緩和により、公表された発明の特許出願ひい

ては特許権の存否が長期間不透明となり第三者の監視負担が増大す

る(この点に配慮し、日本及び欧州の現行制度は、厳格な規定振り)。

（３）我が国産業界は先願主義、公開制度等の制度調和を条件としたグレース

ピリオド制度の緩和を志向(下図参照)。
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留 意 点

（１）９０年初頭の 特許法条約の議論において、グレースピリオド制度WIPO

の緩和は、先願主義、公開制度等の他の重要案件と共に包括的に議

論。日米欧はかかる包括論に一定の理解を示しつつも、米は最終的にこ

れを否定。

（２）９９年２月５日の欧州委員会政策提言「特許を通じた技術革新の推進」に

よれば、９８年１０月のグレースピリオドに関する公聴会の報告として、グ

レースピリオドの緩和を欧州の学界は評価、産業界は慎重と紹介しつ

つ、最終的には でのグローバルな議論が必要と指摘。WIPO

取り組みの方向

（１）グレースピリオド制度の緩和は、種々の環境にある発明者の事情を配慮

したものであり、特許出願前に発明を社会に公表した発明者救済の観点

から有用であるが、他方、第三者の監視負担増など透明性の確保とは

矛盾。発明者及び第三者双方の利益に配慮した検討が必要である。

（２）先願主義、公開制度といった透明性を確保できる制度のもとでのグレー

スピリオドの緩和が、発明者及び第三者の双方の利益に繋がるもので

あるので、米国及び欧州に対し、先願主義、公開制度、グレースピリオド

の緩和の三位一体の国際調和を提唱する必要がある。

（参考） 調査報告（ 年 月）AIPPI 1999 1

（Ｄ） 米国の再審査制度の改善

背 景

（１）米国の再審査制度は、いわゆる特許商標庁による特許付与後の行政

グレースピリオドの緩和
( 1 9 9 7年外国特許出願
1 0 0件以上の企業1 4 5社 )

不 明

1 3 .1 %

反 対

2 0 . 0 %

制 度 調 和

を条 件 に
賛 成
4 3 . 4 %

賛 成

2 3 .4 %
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上の取り消し手続。特許の有効性に関する訴訟の手続費用、時間的負

担の大きさを重視し、短期間かつ低費用で特許の有効性を判断するた

めの代替手段として、８０年１２月に設けられた制度。

（２）米国の場合、訴訟より低額で特許の有効性を争う手段を設けるべく再審

査制度を設けたが、下記の制限があり、第三者に特許の有効性を争う

十分な機会が与えられていない。

①再審査が開始された後、特許権者以外の請求人は、特許の無効性に

関する主張を行うことができない。

②再審査手続における有効性判断は、刊行物に記載された先行技術の

みに基づく。なお、記載不備等の別の理由では再審査請求できない。

③特許が有効との行政庁の決定に対して、請求人は上訴できない。

（３）さらに、裁判所は特許商標庁の再審査結果を重視する傾向があり、特

許権の行政上の取り消し処分でありながら再審査請求の４割前後が特

許権者自身によるものであるなど、第三者にとって利用しにくい制度と

言われている。

（４）９４年の日米包括経済協議において、米国は再審査手続に関し、第三

者の参加機会の拡大、請求理由の拡張を約束したが、そのいずれも依

然として不履行。

（５）また、米国においては、特許の有効性の争いを含め侵害訴訟に要する

費用が極めて高額になるとの問題指摘がある。欧州においては、欧州

委員会が、特に中小企業向けに特許訴訟費用の保険制度の普及につ

いて検討している（９９年２月５日の欧州委員会政策提言「特許を通じた

技術革新の推進」）。

特許権者による再審査請求の割合

0.0%

10 . 0 %

20 . 0 %

30 . 0 %

40 . 0 %

50 . 0 %

60 . 0 %

８８ ８９ ９０ ９１ ９２ ９３ ９４ ９５ ９６ ９７

（年 ）

（参 考 ）米 国 特 許 商 標 庁 年 報 （８８～ ９７年 ）
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留 意 点

米国１０４議会（９５～９６年）及び１０５議会（９７～９８年）において、日米

合意を踏まえた再審査制度の改善を含む改正特許法案が提出されたが、い

ずれも審議未了のまま廃案となった。個人発明家・中小企業等は、第三者

に有利な改正は大企業に有利であり、弱者の権利が傷つけられるとして反

対している。

取り組みの方向

（１）個人発明家、中小企業等からの反対は依然予想されるが、米政府に対

し日米合意の早期履行を引き続き要求していく必要がある。

（２） の議論を通じ、特許付与後の行政上の取り消し手続きの国際調WIPO

和を提唱すべきである。

（３）訴訟経費の高額化、訴訟期間の長期化に対処するため、その他の有効

な方策を検討する必要がある。

（Ｅ）優先権の効果を制限する米国制度・運用 の是正（ヒルマードクトリン）

背 景 （参考１４）

（１）日本及び欧州の特許制度においては、日本及び欧州への特許出願の元

となる第１国出願の発明開示の全内容を根拠にして、第１国出願日より

後に特許出願された第三者の後願発明の特許成立を阻止できる「拡大さ

れた先願の地位」が保証されている。他方、米国制度においては、米国

判例法理（ヒルマードクトリン）に基づく運用により、「拡大された先願の地

位」は、米国出願日より後に発明された第三者の後願発明の特許成立を

阻止できるに過ぎず、日本及び欧州の制度・運用と相違している。

（２）この判例に基づく米国運用では、第１国出願の全開示内容をもって、第１

国出願日と米国出願日との間になされた第三者の米国出願に係る同一

又は類似の発明の特許成立を阻止できない場合が生じるため、通常は

自国で第１国出願した後に米国出願をする外国人の出願が不利に扱わ

れることになる。このような取り扱いは、第１国出願と第２国出願の間にな

された行為は、第三者のいかなる権利又は使用の権能をも生じさせない

旨のパリ条約第４条Ｂの規定に違反する可能性が高く、パリ条約の遵守

を規定する 協定違反の蓋然性がある。TRIPS
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（３）米国を指定国とする 出願についても、国際出願日（第１国出願日）PCT

ではなく国内段階への移行手続（翻訳文の提出、出願費用の支払等）を

完了した日が「拡大された先願の地位」としての基準日になる。

留 意 点

（１）米国は、上記パリ条約第４条Ｂは「拡大された先願の地位」までを保証す

るものではないとの立場。

（２）また、米国はかかる立場から、９７年５月の 理事会において「発明TRIPS

地差別を禁止する 協定により、米国外での行為に基づく発明日のTRIPS

立証が可能となった現在、第一国出願の後の第三者の米国出願は、両

者が同一発明である場合は発明日立証（インターフェアレンス）手続きに

より排除可能であり、ヒルマードクトリンはパリ条約違反ではない」と主

張。

（３）なお、インターフェアレンス手続きでは類似の発明に対する特許の成立は

排除できず、日欧の特許制度では発生しない類似権利を米国内で発生さ

せるおそれ有り。

取り組みの方向

我が国ユーザーに与える具体的影響を精査すると共に、「拡大された先

願の地位」の国際ルールのあり方、並びに、米国制度の 協定とのTRIPS

整合性を更に検討する必要がある。

（Ｆ）特許期間の延長制度

背 景

（１）日米欧は、一定の条件下で特許期間の延長を認める特許期間延長制度

を有している。

（２）我が国においては、昨年１２月に工業所有権審議会が答申をとりまとめ、

国際的な制度調和を図るべく、医薬品等の製造承認に要した期間を延長

する特許期間延長制度について改正の方向を示したところ。かかる答申

を踏まえ、特許法等の一部を改正する法律案が今国会（第１４５回通常国

会）に提出されている。

（３）但し、インターフェアレンス・審判に要した期間までも延長の対象とする米

国において、更なる条件の緩和並びに期間の長期化 を図る法案が１０５１）
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議会に提出されるなど、期間延長制度の緩和の動き有り。（但し、公開制

度も含めた包括法案であったため審議未了のまま廃案）

注１）米国は、インターフェアレンス手続き、審判手続き等の遅延によ
る５年を限度とした期間延長を行っているところ、先の１０５議会
において、これに加え特許商標庁における行政的遅延を要件に
加え１０年を限度とした期間延長を規定する改正法案を提出。

留 意 点

（１）米国の特許期間延長の条件緩和に向けた動きは、米国産業界、法曹界

からの支持もあり、今次米国１０６議会にも再度法案が提出される可能性

が高い。

（２）この法案が成立した場合には、先進国間で新たな制度相違事項が発生。

（３）また、上記法案が成立すれば、米国特許商標庁の行政遅延を理由に長

期間潜伏した出願が出願日から２０年を越えて長期間特許権を行使する

事例が生じる可能性有り。既に日米合意に基づき「特許期間を出願日か

ら２０年」としたことにより、サブマリン特許の一因を是正した米国において

新たなサブマリン特許問題を惹起させるおそれもあり、留意が必要。

（４）ウルグアイラウンド交渉を経て、特許期間は原則として出願から２０年と

することが国際的に定着している。

取り組みの方向

我が国ユーザーに与える影響を精査すると共に、サブマリン特許問題へ

の懸念に留意しつつ、同制度の国際ルールのあり方を更に検討する必要

がある。

（Ｇ）相互承認、世界特許システムへの取り組み

背 景

（１）特許独立の原則のもと、各国独立に特許審査、特許権を付与。

（２）他分野において（例えば電気安全、通信端末等）、日米欧を中心に相互

承認協定（ ）締結に向けた動きが活発化。MRA

（３）途上国では特許審査に必要な体制整備のための人材等のリソースが不

十分。先進国からの出願も多いことから、先進国審査結果の利用は途上

国にも利益有り。
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留 意 点

（１）相互承認を行う上で、各国の制度、運用、審査基準、情報システムの相

違が障害（参考１５）。

（２）世界特許システム等の国際的な登録制度を構築するに際し、出願、審

査、公開、権利付与時に使用される言語の問題が障害となり得る。なお、

特許協力条約（ ）のもと、日本語は出願１２言語、公開８言語の一つPCT

である。

取り組みの方向

（１）「安定」した同内容の特許を世界同時に「早期」かつ「低コスト」に取得す

る世界特許システムの構築に向けて、長期的視野に立った検討に着手す

る必要がある。

（２）これに向けて、重複的に行われている先行技術調査及び特許審査の負

担の軽減、ひいては相互承認に向け、産業界の意見を踏まえた三極特

許庁協力、二国間特許庁協力及びアジア太平洋経済協力（ ）を引APEC

き続き推進すべきである。

（３）かかる三極協力、二国間協力を推進する上で、実効性を確保すべく、人

材育成、人材交流を進める必要がある。

（４）相互承認に向けて、制度、運用、審査基準、情報システムの国際調和が

必須であり、これを推進する必要がある。

（５）世界特許システムのもとで使用する言語については、特許公報や出願明

細書が、技術革新の基礎となる技術情報や権利範囲を定める権利情報

になることを踏まえ、我が国ユーザーへの影響を勘案し、日本語による出

願、公開等が可能となることが望ましい。なお、権利情報としての正確性・

信頼性の長期的課題はあるものの、機械翻訳の発展にも注視する必要

がある。

（６）工業所有権の効率的な国際的権利取得に向け、既存の特許協力条約

（ ）、商標国際登録協定（マドリッド協定議定書）等の未加盟国に対PCT

し、加盟を促すことが必要である。

（７） 諸国において、長期的課題として 特許庁、商標庁設立ASEAN ASEAN

の動きがある。我が国としては、アジア各国での権利取得の効率化に向

けて、これを支援していく必要がある。
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２．技術革新によりもたらされる新たな社会への対応

（１）現状と課題

①主要先進国におけるハイテク競争

８０年代以降、第１章でも述べたとおり主要先進国は高付加価値製品市

場での競争を激化させてきた。かかる主要先進国の中でも、米国レーガン政

権は、競争力の高い高付加価値産業への集約を目指し、いち早く知的財産

権保護強化政策（プロパテント政策）を実施し現在に至る。我が国において

も、種々の工業所有権保護政策を打ち出してきたところであり、産業競争力

強化の観点から、今後世界規模での高付加価値製品への的確な工業所有

権保護が求められる。

②２１世紀を先導する最先端技術の的確な特許保護と審査運用の調和

来るべき２１世紀には、地球環境問題、食糧問題、エネルギー問題といっ

た世界規模での諸問題が立ちはだかる一方、電子商取引等の進展に見ら

れるようにネットワーク社会の深化が予想される。こうした２１世紀の諸問題

に対処するためには、特にバイオ・テクノロジーやソフトウェアといった最先

端技術の発展が不可欠であり、研究開発へのインセンティブを付与する上で

も、特許制度を国際的に調和し、的確な保護を与えることが求められる。

また、制度の相違のみならず各国毎に相違する特許審査の運用を放置す

ることは、バイオ・テクノロジー、ソフトウェア等の最先端技術分野における特

許による保護範囲について世界的なばらつきを惹起するおそれがある。特

許による発明奨励と公衆利用という公益上の要請を踏まえつつ、世界経済

の均衡ある発展に向け、各国の審査結果の整合化が図られるよう、審査運

用の調和が必要となる。
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③ネットワーク社会への対応

ネットワーク社会は飛躍的に深化し、社会、経済に大きなインパクトを与え

ている。電子商取引の市場規模を見た場合、３－５年後という中期的な見通

しにおいても、我が国で１３００億ドル（１５．６兆円）、米国で３７００億ドル（４

４．４兆円）、欧州で１８００億ドル（２１．６兆円）にも達し、更に５－１０年後に

は我が国においてさえ４６００億ドル（５５．２兆円）にまで市場規模は成長す

るといわれる（９９年２月電子商取引実証推進協議会報告）。

こうしたネットワーク社会の進展に即し、ネットワーク上を流通する表現や

アイデアを如何に知的財産権制度で保護するか、技術革新・社会環境の変

化を予見しつつ、早急に検討する必要がある。具体的には、ネットワーク上

での知的財産権侵害行為に対する裁判管轄、準拠法の問題、ドメインネー

ムと商標権との抵触問題或いはソフトウエアを含めたネットワーク基盤技術

の的確な特許保護が挙げられる。

（２）個別課題と取り組みの方向

（Ａ） バイオ特許保護強化

背 景 （参考１６）

（１）現行の 協定は特許対象義務規定から動植物発明を除外していTRIPS

る。この除外規定は、１９９９年以降に見直しを行う旨 協定に盛りTRIPS

込まれている（ビルトインアジェンダ）。

（２）日米が動植物発明を特許対象とする一方、欧州・途上国は保護が不十

分。但し、 は、特定の品種保護を目的としない動植物発明についてはEU

特許保護する方向で バイオ発明保護指令を公布（９８年）。EU

（３）我が国産業界は、動植物発明に対する国際調和のとれた特許保護を志

向（下図参照）。

留 意 点

（１）環境問題、生物多様性の問題を理由とした途上国の反対。

（２）主要先進国を中心に遺伝子の解読が進む中、遺伝子情報に対する特許

問題が浮上。
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（３）近年、バイオ・テクノロジーに関する倫理上の問題或いは安全性の問題

に対し、社会的関心が高まってきている。

取り組みの方向

（１）各国において、動植物発明の特許保護が可能となるよう現行 のTRIPS

見直しを提唱する必要がある。

（２）アジア諸国において、動植物発明の特許保護の重要性の認識を高める

べく、 を通じた議論を深化させる必要がある。APEC

（３）遺伝子解析技術、細胞分化技術を始めとする進展の著しいバイオテクノ

ロジー分野での特許保護の審査運用の調和を主要先進国間で図る必要

がある。

（参考） 調査報告（ 年 月）AIPPI 1999 1

（Ｂ） ソフトウェア関連特許保護強化

背 景 （参考１７）

（１）日本、米国、カナダ、韓国は、既に媒体特許（媒体の形でソフトウェアを特

許保護）を保護の対象としているのに対し、欧州は、 規則の解釈がEPC

確立していないことから、ソフトウェアの特許保護がこれまで不十分。

（２）我が国産業界は、媒体特許の保護が一部の国において不十分であると

懸念（下図参照）。

（３）９８年、バーミンガムサミットでの日米首脳会合の冒頭、電子商取引に関

する日米共同声明を発表。この中で、電子商取引の基盤技術に対する世

界的な特許保護は電子商取引の進展に不可欠と言及。

バ イオテクノロジー 　特許保護対象の国際的調和
（バイオ出願関連企業 1 5 4 社 ）

4 3 . 0 %

4 3 . 3 %

4 7 . 5 %

5 0 . 4 %

7 . 9 %

8 . 3 %

8 . 5 %

8 . 4 %

4 9 . 1 %

4 8 . 3 %

4 4 . 1 %

4 1 . 2 %

望 む 望 まない　 不 明

(1 )動 植 物 体

(2 )動 植 物 体 の 生 産 の た め の

本 質 的 に生 物 学 的 な 方 法

( 3 ) 動 植 物 品 種

(4 )動 植 物 品 種 の 生 産 の ため

の 本 質 的 に 生 物 学 的 な 方 法
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留 意 点

（１）欧州特許庁は、これまで欧州特許条約( )の規則２７条及び２９条に基EPC

づき、ソフトウェアは特許保護すべき技術的性質 （ ）１） Technical charactor

を備えていないとして、特許保護の拡張に慎重であったが、最近出された

審決等からみて、今後媒体特許が認められる方向にあると考えられる。

注１）欧州特許庁審査便覧によれば、特許性には、４つの基本的な特

許要件（①発明の成立性、②産業上の利用性、③新規性、④進歩

性）に加え、⑤実施可能性と⑥技術分野、技術的課題、技術的特

徴といった技術的性質の２つの付加要件があるとしている。

（２）一方、欧州産業界及び欧州委員会はソフト保護の拡張に前向き。特に９

９年２月５日公表の欧州委員会政策提言「特許を通じた技術革新の促進」

は、「日米と比較して保護が不十分なソフトウェア関連発明の十全な保護

及び域内調和」を提言。

取り組みの方向

（１）欧州各国に対し、媒体特許保護を要請すべきである。

（２）米国、カナダ、韓国とも協調しつつ、 協定、 特許法条約等TRIPS WIPO

の議論を通じ、ソフトウェア媒体が特許対象であることを明確にする必要

がある。

（３）ネットワーク社会の進展を踏まえ、ソフトウエア関連発明の国際的な特許

保護のあり方を検討する必要がある。

（４）ソフトウエア関連発明の特許保護に関し、主要先進国間で審査運用の調

和を図る必要がある。

（参考） 調査報告（ 年 月）AIPPI 1999 1

ソフトウエア関連発明に関し
他国で受けた不都合の内容

(ソフトウエア関 連 出 願 経 験 企 業 )

1 5

1 3

1 8

3 9

0 5 0企 業 数

媒 体 が 特 許
保 護 され ない

保護され るが 、
権 利 行 使 不 十 分

ソフトウェア自体
が保護され ない

そ の 他

ソフトウエア保護の
制度相違による不都合の経験
(ソフトウエア関連出願

経験企業1 4 2社 )

ある

( 可 能性
を含む )
50 . 7 %

ない

4 9 . 3 %
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（Ｃ）インターネット上での工業所有権侵害に対する裁判管轄及び準拠法問題

背 景

国境を越えて即時に情報が流通するインターネットの更なる普及により、

インターネット上での工業所有権に係る侵害行為が発生した場合、どこの

裁判所に提訴するか、どこの国の法律が適用されるかといった裁判管

轄、準拠法の問題が指摘されつつある。

留 意 点

各国工業所有権法の属地主義の考え方が、ネットワークの地理的普遍

性を考慮する上で障害となる。

取り組みの方向

インターネット上での工業所有権侵害の態様及び状況を的確に把握す

ると共にネットワーク社会の要請や環境の変化を予見しつつ、侵害に対

する救済、裁判管轄、準拠法の問題を含めた工業所有権保護のあり方を

早急に検討する必要がある。

（Ｄ） ドメインネームと商標との抵触問題

背 景

（１）ドメインネーム（インターネットの発信人アドレス）と商標の抵触問題が、国

際的に顕在化。

（２） 等を中心として、ドメインネーム登録システムの改革、適切な紛争WIPO

処理の方策について、国際的な議論が進展。

取り組みの方向

ドメインネームを付与するに際して、商標を適切に保護するための仕組

み、迅速で利用し易い紛争処理システムの必要性を 等の場で提WIPO

唱すべきである。
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３．知的財産権が尊重される魅力ある国際的事業環境の整備

（１）現状と課題

①アジアをはじめとした国際的に企業活動が活発化している市場において、

模倣被害や実効性ある権利行使の阻害、他国企業保有の周知商標の盗

用、ライセンス契約の規制が顕在化してきている。

②このうち、権利行使の実効性確保、ライセンス契約規制の適正化などのよ

うに 協定の２０００年の履行により、問題解決が期待できるものもあTRIPS

る一方、周知商標保護のように現行 協定では保護が不十分なものもTRIPS

あり、所要の対応が必要となっている。

③途上国における知的財産権の保護環境を充実させていくためには、

知的財産権に対する意識を高め、その保護の重要性と途上国にとって

の利益に関する理解を深めることが重要であり、研修・教育等の一層

の充実が求められる。

（２）個別課題と取り組みの方向

（Ａ） 周知商標保護の拡大

背 景

（１）アジアを中心とした途上国における我が国著名企業のハウスマークの盗

用（フリーライド）が顕在化している（下図参照）。

（２）現行 は、周知商標の保護(１６条)を定めているが、周知商標の希TRIPS

釈化、フリーライド防止に対しては不十分な規定ぶり。

（３）現在 において、周知商標の希釈化、フリーライドの抑制を目指したWIPO

周知商標保護ルールの議論がなされているところ。

（４） において、周知商標の統一的な保護基準を作成すべく、保護の現APEC

状を調査しているところ。
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取り組みの方向

（１）周知商標保護の拡充に向け、 周知商標保護ルールの早期成立、WIPO

APEC TRIPS域内での保護基準の作成を推進すると共に、 協定の改正

を提唱する必要がある。

（２）他国での商標審査に供するよう、周知商標情報の交換等、二国間レベル

の協力を積極的に進めていく必要がある。また、将来的には国際的なデ

ータ管理・通報システムの構築を提唱することも有効である。

（参考） 調査報告（ 年 月）AIPPI 1999 1

（Ｂ） ライセンス規制の適正化

背 景

（１） ４０条は、途上国の立場に立ち、反競争的な権利濫用の防止を目TRIPS

的に、ライセンス規制を 協定に反しない一定範囲で許容。TRIPS

（２）アジア諸国は、技術導入法又はガイドライン等で外国企業と自国企業と

のライセンス契約の規制を実施。①ライセンス料に対する規制、②ライセ

ンス契約期間の制限など過度な規制によりライセンス契約を阻害（下図

参照）。

留 意 点

TRIPS ４０条は、ライセンス規制の裁量を維持したい途上国とそれを阻

止したい先進国との対立の末の妥協の産物。故に、概念的、抽象的な規

定ぶり。

模倣された商標の種類
（資本金 1 0 0億円以上の企業 1 0 5社）

3

4 4

7 9

0 1 0 0
企業数

① ハ ウ ス マ ー ク

②個別製品名称

③その他

過去５年間に海外で

商標を模倣された経験
（資本金 1 0 0億円以上の
企業 2 4 5 社）

ある

42 . 9 %

ない

5 7 . 1 %
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取り組みの方向

（１）二国間交渉等を通じ、円滑な投資、技術移転は両国の利益ひいては世

界経済の発展に繋がる旨指摘しつつ、ライセンス契約を過度に規制する

技術導入法、ガイドライン等の是正を要請する必要がある。

（２）２０００年１月の途上国の 協定履行期限の後、ライセンス規制にTRIPS

重点を置いた法令レビュー（各国法令と 協定との整合性を精査）TRIPS

を実施し、遵守されていない場合は二国間協議、パネル提訴が必要とな

る（参考１８）。

（参考） 調査報告（ 年 月）AIPPI 1999 1

（Ｃ） 模倣対策及び効果的な権利取得・権利行使の確保

背 景 （参考１９）

（１） 協定において、公平、公正、適正な権利行使手続きを整備すべきTRIPS

ことを規定。

（２）我が国をはじめとした主要先進国及び 、 は、途上国協力のWIPO APEC

一環として工業所有権分野での研修の実施、専門家の派遣を実施してい

るところ。

（３）アジアを中心として我が国企業が受けている模倣品被害は、商標・意匠

に関するものが大勢を占める。（下図参照）

（４）途上国における権利行使の前提となる権利設定が遅れている現状があ

る。我が国においては、早期権利設定のニーズに応えるための早期審査

ライセンス契約規制を受けた項目

（回答企業 1 2 7社、複数回答）

1 1

1 2

1 3

1 5

1 5

1 7

2 8

3 2

3 3

4 1

3 3

0 4 5企 業 数

ライセンス料に対する規制

契約の有効期間､終了時期

技術導入の許可･申請手続、その他の登録

義務

ライセンス対象技術に関するライセンサー

による保証

販売エリア、販売先の取り決め

税金の負担に関する義務

契約終了後の供与技術・ノウハウの使用

ライセンシーへの最新技術及び改良技術の

提供義務

ライセンシーの機密保持義務

準拠法、裁判管轄、仲裁地に関する規定

その他
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制度が設けられており、有効に機能している。

留 意 点

２０００年の 協定の履行義務を負う途上国（但し後発途上国は２０TRIPS

０６年）において、商標、意匠を含めた知的財産権制度の整備、並びに、

民事上、刑事上及び水際措置等の効果的な権利行使手続きの整備の遅

れに留意。

取り組みの方向

（１）工業所有権に対する草の根レベルでの意識向上に向け、各国国民レベ

ルが理解しやすい適切な方法により、我が国の工業所有権に関する普及

活動の経験を伝えていく必要がある。

（２）工業所有権の早期権利設定及びこれに向けた運用の改善を途上国に要

請すると共に、所要の支援を行う必要がある。例えば、我が国特許庁の

早期審査制度を利用した出願で、かつ、途上国に出願しているものにつ

いては、我が国特許庁の審査結果をその途上国に通知する等、途上国

における早期の権利設定を支援することが必要である。

（３）途上国との二国間会合の場において、引き続き模倣品の取締強化を要

請する。

（４）途上国の執行機関関係者への研修を拡充すると共に、途上国の産業

界、法曹界等の民間部門を含めた各国関係者の意識向上を図る必要が

ある。

（５）各国の工業所有権庁が、権利侵害の鑑定に際し執行機関へ協力し得る

よう、また、権利者からの相談受付などの権利行使に関する支援を行うよ

う働きかける必要がある。

（６）各国工業所有権庁の間で、権利行使に関する情報交換、共同研修・教育

模 倣 品 の 態 様

商標
43%

意匠
33%

技術的
創作
19%

その他
5%

（参考）デザイン・商標・技術的創作等に関 する模倣実態調査（1 9 9 8年）
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等の協力を行う必要がある。

（７） 、 等の多国間会合の場で、権利行使手続の運用のあり方WIPO APEC

を定めたガイドライン等の作成を提案する必要がある。

（８）２０００年１月の途上国の 協定履行期限の後、権利行使に重点をTRIPS

置いて各国法令と 協定との整合性を精査し（法令レビュー）、遵守TRIPS

されていない場合は二国間協議、パネル提訴を検討する必要がある。

（９）なお、これらの取り組みを行うにあたっては、我が国がアジアの一員であ

るとの意識のもとに、途上国協力のあり方を含めて、更に検討を進める必

要がある。
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参考資料


